
建設委員会会議録 

平成２０年２月２２日（金） 

（開 会）   １０：００ 

（閉 会）   １０：５２ 

 

○ 委員長 

 ただ今から建設委員会を開会いたします。「議案第７号 市道路線の廃止」及び「議案第８号 

市道路線の認定」、以上２件を一括議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

議案書１５ページをお願い致します。議案第７号 市道路線の廃止について説明致します。道

路法第１０条第１項の規定に基づき市道路線を廃止するため、議会の議決をお願いするもので

ございます。今回廃止する路線は、明星寺川河川改修工事、国道２０１号バイパス整備に伴う

認定替によるもので合計６路線、延長８,６３６．８ｍでございます。議案書１６ページをお願

い致します。明細表の左端に記載しております番号１番の路線が、明星寺川河川改修工事に伴

うもので、番号２番から６番の路線が国道２０１号バイパス整備に伴う認定替でございます。

路線箇所は１７ページから２１ページに記載しております。以上、簡単ですが説明を終わりま

す。 
次に、議案書２２ページをお願い致します。議案第８号 市道路線の認定について説明致しま

す。道路法第８条第１項の規定に基づき市道路線を認定するため、議会の議決をお願いするも

のでございます。今回認定する路線は、明星寺川河川改修、国道２０１号バイパス整備に伴う、

認定替・取付け道路の移管、また、開発に伴う新規認定で合計２４路線で、延長９,４３４．７

ｍでございます。議案書の２３ページをお願い致します。明細書の左端に記載しております番

号１番の路線が、明星寺川河川改修に伴う認定替、番号５番から１２番、１６番から２４番の

路線が、国道２０１号バイパス整備に伴う認定替で、うち、番号５，６，８，２０，２１番が

取付け道路の移管による新規認定、番号２番から４番、番号１３番から１５番の路線が開発に

伴う路線認定を行うものでございます。路線箇所は、２５ページから４１ページに記載してお

ります。以上、説明を終わります。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第７号 市道路線の廃止」及び「議案第８号 市道路線の認定」、以

上２件について、いずれも原案どおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

おはかりいたします。案件に記載のとおり、執行部から７件について、報告したい旨の申し

出があっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。「準都市計画区域の

指定について」報告を求めます。 

○ 都市計画課長 

 おはようございます。福岡県におきまして、３月３１日に区域指定することが決定しました
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「準都市計画区域」の指定につきまして、ご報告をいたします。お手元に配布しております福

岡県作成の準都市計画区域の概要チラシと、本市の準都市計画区域指定地域の図面を用いまし

て、説明をいたします。 

 まず、本市における準都市計画区域の名称は、飯塚準都市計画区域と申しまして、都市計画

法第５条の２の規定に基づき、県知事がこの区域指定を決定いたします。 

 この区域の指定及び施行日ですが、県では都市計画区域外の地域を有します３３市町村の区

域指定を、平成２０年３月３１日に、同時に公告し、同日より施行する予定にしております。 

 次に、準都市計画区域を指定する理由でございますが、昨年１１月末に全面改正されました

都市計画法の趣旨であります「コンパクトな都市づくり」を実現する施策としまして、土地利

用を整序し、また、環境を保全するための措置を講じ、都市的な土地利用が無秩序に進行する

ことを防ぐために、同区域を指定するものでございます。 

 次に、本市の準都市計画区域の指定対象地域につきまして、ご説明をいたします。まず、本

市の都市計画区域につきまして説明をいたします。本市の都市計画区域は、旧飯塚市の八木山

地区周辺以外の地域、旧穂波町の竜王林道より市街地側の地域でございます。旧庄内町・旧頴

田町につきましては、全域が都市計画区域に指定されておるところでございます。旧筑穂町に

つきましては、都市計画区域の指定がされていない状況でございます。 

 次に、準都市計画区域の指定対象地域の選定につきましては、県におきまして、現行の都市

計画区域外の地域を対象に、他法令による土地利用規制、都市計画運用指針、並びに大規模集

客施設の立地条件を考慮いたしまして、保安林・国有林などの森林地域や国道・県道に面して

いない地域などを除外した、国県道沿線などの平坦な地域を選定しまして、準都市計画区域指

定案が作成されておりました。しかしながら、この案では当該地域が地番単位で示されていた

ため、非常に不明瞭で、市民からの対応に混乱を招く恐れがありましたので、小字単位、もし

くは地形地物を境界とすることで、できるだけ明確に区域境界を設定するように変更するなど

して、本市の準都市計画区域の指定対象地域を選定しております。 

 具体的には、お手元の資料の２枚目以降に、八木山地区及び筑穂地区の区域を図示しており

ますので、ご参照くださいますようお願いいたします。 

 今回、準都市計画区域に指定する地域は、旧飯塚市の八木山地区の一部、旧筑穂町の阿恵、

内野、北古賀、桑曲、大分、内住、平塚、馬敷、山口、及び弥山地区の各一部、並びに筑穂元

吉、長尾地区の全部でございます。 

 次に、資料の１枚目の県作成の説明用チラシを用いまして、同区域指定に係る影響並びに効

果につきましての説明をいたしますので、資料の１枚目をご参照くださいますようお願いいた

します。 

 チラシの「３ そのために変わること」の部分でございますが、準都市計画区域に指定され

ますと、都市計画法、及び建築基準法の集団規定が適用となります。 

 主な内容をご説明いたしますと、まず、都市計画法に関するものといたしましては、これま

で都市計画区域外でありました地域では、開発面積が１万㎡以上の開発行為につきましては、

都市計画法に基づく開発許可が必要となっておりましたが、準都市計画区域に指定されますと、

その対象面積が３,０００㎡以上に引き下げられることになるわけでございます。 

 次に、建築基準法の集団規定に関するものといたしましては、建築物を新築・増改築しよう

とする場合に、事前に建築確認申請の手続きが必要となるなどの影響があります。 

 また、一般に、接道要件と言っておりますが、建築物を建設する際には、その建築物の敷地

が幅員４m 以上の道路に２m 以上接していなくては建設することができなくなります。建築物の

敷地が幅員１.８m 以上かつ４m 未満で、特定行政庁が指定する道路に接する場合には、原則と

しまして、指定された道路の中心線から２m の敷地後退、いわゆるセットバックを行うことに

よりまして、建築が可能となるわけでございます。 
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 次に、床面積の合計が１万㎡を超える劇場、映画館、店舗などの大規模集客施設が建築でき

なくなります。 

 また、建築物の敷地に対する大きさの割合であります建ぺい率、容積率が定められることに

なります。本市の場合は建ぺい率７０％、容積率２００％となっております。この数値は県下

でもっとも緩やかな数値となっておるでございます。 

 以上のような事項が、準都市計画区域に含まれますと発生してまいりますが、一方で、「２ 準

都市計画区域に指定することで」のところに記載されておりますが、準都市計画区域に指定す

ることで、開発や建築の水準を一定に保つことができるようになり、無秩序な開発を防止しま

して、良好な環境が保全されます。また、一定の幅員がある道路を確保することにより、消防

車・救急車等の緊急車両の円滑な通行、災害時の避難経路等の安全安心なまちづくりや、都市

機能を集約しましたコンパクトな都市づくりが進むといわれております。 

 後に、市民への周知・広報でございますが、昨年１０月に準都市計画区域の概要を記載し

ました折込チラシを、全世帯に配布するとともに、都市計画区域外の市民の方々には、この県

作成のチラシを配布しております。 

 また、筑穂公民館、八木山地区の同窓会館、並びに飯塚総合会館の３会場におきまして、市

民説明会を開催しまして、ご理解をいただいているところでございます。 

 今後は、３月号の市報及び市ホームページを通じまして、市民の方々に、この内容をお知ら

せしたいと考えております。以上で、準都市計画区域の指定に関する報告を終わります。 

○ 委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 次に、「市道上における交通事故について」２件の報告を求めます。 

○ 土木管理課長 

 市道上における交通事故について報告いたします。本件事故は、平成２０年１月１７日木曜、

午前１１時５０分ごろ、鯰田地内の市道愛宕３号線において、当事者が鯰田方面から川島方面

にバイクで走行中、愛宕踏切を通過した直後、道路にできた陥没に前輪を落とし、転倒。その

際、左手薬指を骨折したものでございます。この事故によります損害賠償につきましては、当

事者と協議をしておりますが、現在治療中でございますので、完治した後示談いたしたいとい

うふうに思っております。道路の点検また補修については、日ごろより迅速に対応しておりま

すけれども、さらなる気をつけてまいりたいというふうに思っております。以上簡単でござい

ますが、報告を終わります。 

○ 頴田支所経済建設課長 

 市道上における交通事故についてご報告いたします。本件事故は平成２０年１月２９日火曜

日午前９時３０分頃、市内鹿毛馬地内の市道、御徳烏尾線におきまして当事者が鹿毛馬方向か

ら筑豊緑地公園方向に車で走行中、烏尾橋付近のＳカーブを通過する際、道路にできたポッと

ホールに左前輪を落とし、タイヤ・ホイールを破損させたものでございます。なお、人身障が

いはございませんでした。この事故によります損害賠償につきましては、現在当事者と協議を

行っており、示談の内容につきましては、本議会 終日におきましてご報告させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。道路の点検・補修につきましては日ごろより迅速に対応

しているつもりでございますが、今後さらに気をつけてまいります。以上、簡単でございます

が、報告を終わります。 

○ 委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 
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質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 次に、「忠隈・平恒線道路補修工事で発生した死亡事故について」報告を求めます。 

○ 土木建設課長 

 忠隈・平恒線道路補修工事で発生した死亡事故について報告いたします。資料を配布してお

りますので、資料の参照をよろしくお願いいたします。１ページに報告書、２ページに位置図

を添付いたしております。位置といたしましては桂川町の町境の手前でございます。３枚目に

見取り図を添付しておりますので、ご参照よろしくお願いいたします。飯塚市建設部土木建設

課発注の忠隈・平恒線道路補修工事、請負人・有限会社シティ道路の現場内におきまして平成

２０年２月１２日午後３時３０分ごろ死亡事故が発生しました。工事内容につきましては、現

道のアスファルト舗装版、及び路盤を掘削し、新たに上層路盤工、基層工、表層工を施工する

ものであります。事故発生時は車両片側通行規制を行い、基層工において敷き均したアスファ

ルト合材をタイヤローラーにて転圧作業をしており、事故はタイヤローラーの運転手が後方を

バックミラーにて確認いたしましたが、後方にてしゃがんで現場進歩状況の写真を撮影してい

た現場代理人に気づかず、背後よりタイヤローラーに巻き込んでしまい、死亡にいたったもの

でございます。この事故は道路補修行為を請け負った有限会社シティ道路が安全管理を怠った

のが原因で、市といたしましては、このような事故を二度と起こさないよう注意し、今後とも

工事全般にわたって請け負い業者に対し安全管理の指導をするともに、市職員には労働災害の

認識を高めて監督管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。 

○ 委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 西委員 

 これは、市には責任は何もないとですかね。お尋ねします。 

○ 土木建設課長 

 市には責任はありません。 

○ 委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負契約について（２件）」、及び「公営企業経営健全化計画について」報告を求

めます。 

○ 上下水道部総務課長 

 上下水道局から、工事請負契約の締結状況について、お手元に配布しております資料により

ご報告いたします。今回報告をいたします工事は、｢目尾汚水中継ポンプ場新設（電気）工事｣

外１件の工事でございます。入札執行状況につきましては、それぞれ業者選考委員会において、

建設工事指名競争入札参加者指名基準により、その有資格者の中から、当該工事に対する適応

性等を考慮し、手持ち工事のない業者を選考のうえ指名いたしまして、入札を行っております。

資料１ページの｢目尾汚水中継ポンプ場新設（電気）工事｣は、電気工事でございます。１月２

８日に入札を行い、その結果は、予定価格８,８１８万３,２００円に対しまして、落札額７,

４９５万５,３００円、落札率８４．９９％で、｢沖ウィンテック 株式会社｣が落札しておりま

す。次に、２ページの｢目尾汚水中継ポンプ場新設（機械）工事｣は、機械器具設置工事でござ

います。１月２８日に入札を行い、その結果は、予定価格１億２,８８５万４,９５０円に対し

まして、落札額は１億９５２万６,５５０円、落札率８４．９９％で、｢株式会社 石垣｣が落札

しております。以上、簡単ですが、工事請負契約の報告を終わります。 

続きまして、公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画について報告いた

します。総務大臣より公的資金補償金免除繰上償還を承認する旨の通知受けましたことにより
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まして、公営企業経営健全化計画を建設委員会に報告するものであります。これは高金利の政

府資金の繰上償還の制度であります。 

資料の繰上償還額・利子軽減見込額一覧を御願いします。繰上償還額といたしましては、借

入先、旧資金運用部で、平成１９年度償還につきましては、上水道、１億３,９４９万円、下水

道、３億２,６０２万４,０００円、計４億６,５５１万４,０００円、平成２０年度償還につき

ましては、上水道、３億９,７７３万２,０００円、下水道、４億１,９０５万３,０００円、計

８億１,６７８万５,０００円、平成２１年度償還につきましては、下水道、３億７,８９４万６

千円、総計、１６億６,１２４万５,０００円であります。 

公営企業金融公庫につきましては、平成１９年度償還で、上水道、１億６,５４１万３,００

０円、下水道、１億９,６６３万２,０００円、計３億６,２０４万５,０００円、平成２０年度

償還につきましては、上水道、１,５４７万５,０００円、下水道、２億４４３万５,０００円、

計２億１,９９１万円、総計、５億８,１９５万５,０００円でございます。簡保資金につきまし

ては、平成２１年度償還で、下水道２億７,０７１万円であります。従いまして、下段の表に示

しておりますように、上水道につきましては、７億１,８１１万円を繰上償還し、それに伴う利

子軽減効果額は、２億６,１２７万３,０００円であります。また、下水道につきましては、１

７億９,５８０万円を低利に借り換えを致しまして、利子軽減効果額３億６,４８２万５,０００

円を見込んでおります。よって、上下水道合わせまして、３年間で合計２５億１,３９１万円の

繰上償還を行い、６億２,６０９万８,０００円の効果を見込んでおります。上水道、下水道の

健全化計画書、免除繰上償還等実施要綱及び承認通知書を添付しております。以上簡単ですが、

公的資金保障金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画について、報告を終わります。 

○ 委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯塚市汚水処理基本構想について」報告を求めます。 

○ 上下水道部下水道課長 

 飯塚市汚水処理基本構想について報告いたします。本基本構想は､平成１５年度に福岡県汚水

処理構想の策定に沿い、旧市町での汚水処理基本構想を策定済みでありましたが、合併後の新

しい飯塚市の地形的､社会的特性を考慮するとともに､合理的で効果的かつ均衡ある整備をめざ

し､各種汚水処理方法の中から既存の公共下水道施設等の有効利用を十分考慮し、地域ごとに

も適した整備構想を策定したものでございます。汚水処理方法としましては､集合処理と個別処

理に区分され､集合処理の中には公共下水道事業･農業集落排水事業･コミュニティプラント事

業等があります。本市の整備構想としましては、主に集合処理では公共下水道事業･農業集落排

水事業を、個別処理では合併処理浄化槽事業を計画し策定したものでございます。お手元に配

布しております､飯塚市汚水処理基本構想の概要版にて説明をさせていただきますが､資料の説

明に入らせていただく前に、表や図面の文字が一部細かくて見えにくい部分があることをお詫

びいたします。別途に図面を用意しておりますので､それと併せて説明いたします。 

概要版の１ページをお願いいたします。汚水処理構想策定の目的は、冒頭に説明したとおり

でございます。対象区域としましては本市の行政区域全域２万１,４１３ha、計画目標年度を２

０年後の平成３８年としております。 

２ページをお願いいたします。計画人口は、第一次飯塚市総合計画の平成２８年で、１３万

人を基に、コーホート要因法による推計値を平成３８年で、１２万人と設定しております。 

３ページをお願いいたします。汚水量原単位と汚水処理構想の策定方法でございます。 

汚水量原単位（使用量）につきましては､近年の渇水により節水意識が強まり、使用水量が減少

しておりますので､１日 大１人当り５６０リットルと設定しております。 
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汚水処理構想の策定方法は､「福岡県汚水処理構想策定マニュアル(案)」に基づき策定したもの

です。 

４ページをお願いいたします。集合及び個別処理区域の設定を選択する際の基準を示してお

ります。 

５ページから９ページは整備手法の選定で、公共下水道事業･農業集落排水事業･コミュニテ

ィプラント事業･合併処理浄化槽事業等の、説明及び利点と欠点を掲載しております。 

１０ページをお願いいたします。飯塚市汚水処理基本構想図でございます。９ページの表と

あわせて説明いたします。事業名の公共下水道の備考欄に記載しております、既設計画区域は

赤色でございます。今回公共下水道に追加する区域は青色でございます。飯塚①②は庄司地区

の一部です。③につきましては大日寺地区の一部でございます。④は鯰田地区の一部です。⑤

は下三緒地区の一部です。穂波①´は枝国二区三区地区の一部です。②´については堀池・忠

隈・秋松地区の一部です。庄内①´は有井地区の一部です。②´は仁保・多田・関の台地区の

一部です。 後に、頴田①②は口ノ春の一部です。③④は佐與の一部です。事業名の農業集落

排水区域は緑色で、内野地区については整備済でございます。事業名のコミュニティプラント

区域は、だいだい色で整備済でございます。旧頴田地区と旧筑穂地区にございます。上記以外

は個別処理区域でございます。 

１１ページをお願いいたします。整備スケジュールでございます。 

１２ページをお願いいたします。基本構想のまとめでございます。 

１３ページから１４ページは公共下水道事業・農業集落排水事業･合併処理浄化槽事業の年次

別財政計画予定表でございます。以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 人見委員 

 何点かお聞きしたいと思いますが、ひょっとしたら論点がずれておるというようなことにな

ったらご指摘をいただきたいと思います。この処理構想でございますが、目標年度が平成３８

年となっております。いずれにしても長期的計画に基づいて実施される中身というか、汚水の

処理だと思うんです。それで、本来この平成１５年に県の汚水処理構想があって、そのときに

もうすでに策定をされておったが、その後合併となったので改めて新・飯塚市の汚水処理構想

が立てられたと、このようなお話でございます。この汚水処理構想に基づく汚水処理計画とか、

通常で言う基本構想があって、基本計画が立てられて、実施計画が立てられてというような通

常、このようなイメージを抱くんですが、この汚水処理構想というのは次に汚水処理の基本計

画なるものという方向に進化していくのかどうか、そのてんまず聞かせていただけますか。 

○ 下水道課長 

 公共下水道といたしましては、５カ年計画を立てまして、計画、汚水処理構想に準じて整備

をしていきたいと思っております。 

○ 人見委員 

 ここは、公共下水道課しか入っていないんですよね。この汚水処理構想はし尿だとか浄化槽

の処理も含めた構想になっておるわけですね。そのあたりの連絡調整というか、協議というの

は一つはなされてきたのか、ということがまた出てくるのかなというような機がするんですけ

れども、他の部分、公共下水道以外の部分では何か公共下水道のいまの５カ年計画の話が出て

いましたが、他の処理形態については何がしかの計画というのは出てくるんですか、今後。所

管が違うから関係ないといわれるのか、どうなんですか。 

○ 下水道課長 

 基本構想に先立ちまして関係各課の課長さんに入っていただきまして検討委員会を重ねてま

いったわけでございます。その中で公共下水道、農業集落排水、環境整備の合併浄化槽という
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手法になるかと思うんですが、そこそこにつきましては、課で３ヵ年なり５ヵ年ということで

お願いしております。 

○ 人見委員 

 そのあたりになると、いままさに確認ができないわけなんですが、本格的に本当にそういう

意味では例えば小型の合併処理浄化槽の普及を今までの普及率からすると、向こう平成３８年

に向かって２５年ぐらいから目標年次として倍ぐらいの普及を図っていきたいとかそうするこ

とによってこうだとか、ちゅうような計画があったりするのかとか勝手に思ったりするわけで

す。と同時にその庁内における公共下水道他のし尿、合併浄化槽との協議はなされたというよ

うな話でございました。これからすると、その公共下水道と浄化槽、し尿処理と汚水処理にあ

たってはコミュニティプラントだとか集落排水、これも基本的には浄化槽ですよね。そうやっ

てみると、処理形態が違うわけです。処理形態が違って、処理場の存在、あり方も違うと思う

んですね。公共下水道は少なくとも飯塚市の話ですね。これでいいですね。し尿、浄化槽、こ

のあたりの処理についてはどことどこにありますか、処理場は。飯塚市が持ち込む処理場とい

うのは。 

○ 下水道課長 

 旧飯塚市では終末処理場の横にし尿施設があります。それから旧穂波・筑穂・桂川町につき

ましてはバイパスの先のヤマダ電機ができておりますが、それの裏手にあります。それから、

旧頴田・庄内・稲築につきましては庄内に１軒、その３軒がございます。 

○ 人見委員 

 旧飯塚市の終末処理場の横のし尿処理場については旧飯塚市の処理場であるだろうと思うん

です。穂波にある処理場は１市１町、桂川町が絡んでいますね。それから旧稲築にあるぶんは

嘉麻市が共同ですよね、それから小竹町もそうですよね。この構想の中ではその処理場の処理

能力だとか言うのがいっさい書き込まれてないんですよね。現在の処理能力で平成３８年度に

向かっては一切支障は出てこないと。ようするにオーバーするようなことはないんだというよ

うなことなのかということすらもこれじゃわからないんですが、そんなものなんですか、その

構想というのは。この構想案というのは、県に出されるわけでしょう。この程度のものでいい

んですか。 

○ 下水道課長 

 この汚水処理構想につきましてはそこまでの検討はいたしておりません。いまの集合処理、

個別処理がどこで区分できるのかということと集合処理の中には先ほど言いましたように公共

下水道と農業集落排水それからコミュニティプラントがありますという区分のわけ方でしかし

てないということです。 

○ 人見委員 

 私なんかは少なくともそうした共同処理をやっている以上は当然のことながら何がしか横の

連携だとか協議だとかいうことがあって、処理能力が決まっているわけですから。その範ちゅ

うの中でしかこうした構想なるものとうのはできないし、構想ですから、ある意味では趣味レ

ートするわけですね、描くわけですよ。人口規模がどうだとか。そうしてみると人口規模なん

ちいうのは向こう何十年か経っていま１３万３千何がしかの新・飯塚市の人口であっても、こ

れは減りますよというシミュレーションしかないわけです。増えるというシミュレーションは

ないわけです。だから、そういう意味では許容の範囲とうか能力を超えるそうした人口流入と

いうのは考えられないというのも一応の推測はつくんですよ。ただし、一面また大きな穂波の

ジャスコみたいなああいう大型のショッピングモールだとか何だとかがドーンといくつか出て

きてですね、そしてそこが聞けばジャスコが５０００人槽とかいう話です。とてつもなく大き

な槽なんですね。こういうのがドンドンドンとでてくるような話になっちゃうとどうなんだろ

うかとか人口は確かに減るけれども。だけど飯塚市としては観光人口を多くしようとかいろい
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ろ一方でやっているわけですね。そしたら、好評だから好評ですといってしまえばいいのかな

ちゆう気もするんですが、どうなんですか、そのあたりの必要性というのは本来的にあるのか

ないのか、そして穂波の処理場も１市１町、そして今でも一部事務組合なんですね。運営は一

部事務組合がやっているわけですよね。そこで日々行われている処理の現状というかそうした

ことも当然のことながらしっかりと了知して周知して、そして協議が重ねられていかなければ

ならないのではないかという構想とはひょっとしたら一覧違う事業の話に僕はなっているのか

もしれないんですが、そのあたり、さりとて必要なんだろうと。私なんかは思うんですが、ど

うなんですかね。 

○ 上下水道部長 

 ご指摘のとおりそのあたりの検討は先ほど課長が申しましたとおり検討はしておりません。

確かに言われますように公共下水道は終末処理場で浄化した水を放流するということでしてお

ります。あといわれます合併処理浄化槽それからコミニティプラント、農業集落についてはそ

ういう形で浄化した後の汚泥の処理については飯塚市の場合環境センターあたりでの処理が当

然出てきますので、さっき言われましたようにそれぞれの 終的な処理場での処分が必要とな

ってきますので、そのあたりの容量あたりは今後施設のあり方等統合あたりも検討が必要な形

は当然出てくるとは思いますので、関係各課につきましては汚泥の処理がどのぐらい出るもの

か、将来的にどういう公共施設、一部事務組合、そこでの施設の容量あたりを検討して将来の

施設の統廃合を含めてその汚泥の 終的な処理場での収集先の検討をするように今後していき

たいと思います。 

○ 人見委員 

 長々とするつもりもないんですが、私がたまさか一部事務組合の議会に席を置かせてもらう

ようになったんで、今回もたずねたんです。飯塚市もこういうふうなものが出るそうですが、

お聞きですかと言うたらあそこの処理場はまったく知りませんと、聞いておりませんという話

でありました。それから副組合長が桂川の町長でしたので、副組合長、こういうふうな話ご存

知ですか、と言うたらまったく聞いておりませんと。今こうやって見ると桂川町も平成１５年

に出しているわけですよね。だから、そういう構想があることそのものは知っているはずでし

ょうし、聞けばなるほど、という事態にはいくんだろうとは思うんです。私は別の観点から聞

いたんです。先ほど言ったような共同して処理を行っているエリアだから少なからず関連性が

出てくるだろうと。こういうふうなことが一つ。旧稲築にある処理場についても同じことです。

なおさらのことながら、老婆心ながらじゃないけれども、組合の中で改めてわかることは、清

掃工場のあり方だってどうなんだという話も出てくるわけです、将来にわたってですよ。平成

３８年ですよ。平成３８年までです。対外耐用年数来ますわ、施設の。そのときに同じやつを

またぞろ旧２市８町時代と同じようにまたぞろ同じやつを作るんかとか。この汚水処理の中で

あっても同じような施設をまたぞろ作るんかと。そのときに必ずいま言うたら桂川町や嘉麻市

と協議していかなければならないんですよ。現実合併して言ったらなんですが、そうした一部

組合の負担金、これは合併前からわかっていたことですよ、だけどなおさらながら合併して２

年３年と経つ中ではやっぱり本当に飯塚市にもってきてもろたらいいがなとか、いまあるその

中でやられたら負担金へっていいがなとか、こんな話にもまたなっていってしまうんです。そ

ういう意味での構想ですから、まさにそうした意味でも連携をしっかりとやっていくべきだろ

うと。それと運営を任されている組合の現場現実の運転のありようというのもしっかりとおさ

えていく必要があるんだろうと。これがなんだか本当に密に連携がなされて作られておるとい

う話であればもっと現実味があって議論がかみ合っていくんだろうと思うんです。構想ですか

らまだ良しとしたいとは思うんですけれど、ぜひそのあたりの連携をどうこのようにとってい

ったらいいか。一部組合での組合長、飯塚市長の見解では常にそうした協議は行っておるとい

う答弁もいただいておるんです。それは首長さんのレベルの話かも知れない。だけど現実こう
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やって構想を練っていく現場の中での協議というのが基本的になされていかなければならない

と思います。それともう一点。汚水処理というのは日々の私たちの生活です。誰人だりとも不

可欠なものです。その処理に係るそうした費用だとかコスト、このあたりの面から一つ考えて

みてみると、常に消費者である市民の思い・意見と、それと、固有事務である市町村の義務と

責任あわせてその固有事務を委託している業者の方々のこの消費者と行政との間における業者

としての責任や義務、このあたりの３者のきちんとした話というのも一面大事なんだろうと思

うんです。そこに不公平感やもろもろが出てきたら何にもならないし、不平不満が出てきたら

何にもならない。このあたりをあえて申し添えておきたいと思います。横の連携というかそう

いう自治体間、組合も含めた、その中に業者の方々の知恵も必要になってくるのかもしれませ

ん。協力も必要になってくるのかもしれません。一方で市民と行政と固有事務を委託を受けて

いる方々、この方々との３者のきちっとした協議というかお互いの役割分担というかそうした

ことが常に考えてもらって進めていただけなければならないと思うんですが、 後、私がこの

ようにべらべら言っていますが、そこまで私のほうが担うんですかというような思いにもなろ

うかと思うんですが、そのことは抜きにしても客観的に考えて私が言っていることがそぐわな

いのか、そんな話じゃありませんというような話で今後どのような方向性が見出されていくべ

きなのか、そのあたりについて見解をよろしかったら聞かせていただけないですか。 

○ 上下水道部長 

 委員ご指摘のとおり住民負担につきましては公共下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水事

業、コミュプラ事業とそれぞれ維持管理にかかる経費が違うもので、別々の利用料金というか

住民負担を求めているのが現状でございます。この件につきましては、それぞれ縦割り行政と

いうか所管課が違うものでなかなか協議する場が少なかったわけでございますが、議員からご

指摘のございましてそれ以降、関係各課とも今後連携をとりながらさっき言いました住民のみ

ならず業者との関係もございます。そういう形を含めまして汚水処理ということは上下水道局

が主体になって事務局あたりを今までとってきておりますので、上下水道局はそういう形での

事務局になってそういう調整をやれということであればそういう形で上下水道局やりたいと思

いますので、関係各課今後とも協議をして整合性のある料金体系、業者関係をつくっていきた

いと思いますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

  他に質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、建設委員会を閉会いたします。おつかれさまでした。 

（閉 会）１０：５２ 


